
1 

 

（別記第２号様式 道民意見提出手続の意見募集結果） 

第８期「北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」（素案）について意見募集結果  

    令和３年（2021年）３月３１日 

  北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画（素案）について、道民意見提出手続によ

り、道民の皆様からご意見を募集したところ、 １人、９団体から、延べ７７件のご意見が寄せら

れました。 

   ご意見の要旨及びご意見に対する道の考え方については、次のとおりです。 

 
 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

〇計画策定の趣旨 

「高齢人口がピークに近づき」ではなく、「高齢人

口が増え、要介護者が増える」ことに注目し、急いで

計画的に体制を強化すべき。在宅や施設などの提供体

制が地域によって偏りがあるため、各地域で利用でき

るように基盤整備が求められ、それを支える職員の確

保は急務。 

 また、利用料の負担が大きく、必要な制度が利用で

きない方も少なくない。地域で健康に生活するために

は、介護保険事業だけでは不十分であり高齢者保健福

祉政策の充実が必要。 

 高齢者が通える地域に必要な医療が受けられる医

療提供体制が必要。 

 

 

道としてもご指摘のあった地域偏在や医療提供

体制の充実などの課題解決は急務であると認識し

ております。 

このため、地域に暮らす高齢者の最も身近な存在

である市町村において、地域の実情に応じたサービ

スの必要量を見込むとともに、道として基盤整備を

はじめとするサービス提供体制の充実を支援する

こととしております。 

 また、計画においては、可能な限り住み慣れた地

域で日常生活を営むことができるよう医療、介護、

予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供

する地域包括ケアを推進してまいります。 

 

 B 

〇計画策定の趣旨 

 すでに、当初より限界と言われた「基準額が月 5000

円」を超えています。高すぎる保険料が払える保険料

にすることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

今後、介護費用の増加が見込まれる中、給付と負

担のバランスを図りつつ、世代間・世代内の公平性

を確保し、制度の持続可能性を高める観点から、こ

れまで、保険料・利用者負担の見直しが行われてき

たところです。なお、介護保険サービスが利用しや

すいものとなるよう、適切な第１号保険料の設定や

利用者負担の軽減について、引き続き国に要望して

まいります。 

 

 D 

〇計画策定の趣旨 

 利用料の軽減も必要です。今年 8月から予定の補足

給付の負担増もやめるべきだと思います。 

 

 

 

 

 

今後、介護費用の増加が見込まれる中、給付と負

担のバランスを図りつつ、世代間・世代内の公平性

を確保し、制度の持続可能性を高める観点から、こ

れまで、保険料・利用者負担の見直しが行われたと

ころです。なお、介護保険サービスが利用しやすい

ものとなるよう、適切な第１号保険料の設定や利用

者負担の軽減について、引き続き国に要望してまい

ります 

 

 D 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

〇計画策定の趣旨 

75 歳以上の高齢者の医療費一部負担金の値上げに

反対する。 

 

 

 

 

 

道としては、これまでも国に対し、検討に当たっ

ては低所得者の生活に十分配慮するとともに、被保

険者に対する十分かつ丁寧な説明と周知を行うよ

う要望してきており、その状況を注視してまいる考

えです。 

 

 D 

〇高齢化の状況 

 65 歳以上、75 歳以上の推計については、比率だけ

でなく、人数を記入してください。 

 

 

P12に高齢化の現状として、65歳以上、75歳以上

の推計人口を掲載しております。 

 

 B 

〇高齢者のいる世帯の状況等 

 高齢者である世帯、単身高齢者世帯については比率

だけでなく、世帯数を記入してください。 

 

 

 

P15 に高齢者のいる世帯の状況として、高齢者世

帯数、夫婦のみ高齢者世帯数、単身世帯数を掲載し

ております。 

 

 B 

〇高齢者の就業等の状況 

 高齢者の就業等の状況に有業率が増加している要

因を記載すること。 

 

 

ご意見を踏まえ、有業率が増加している要因を追

記いたします。 

 

 A 

〇第１号被保険者数の現状と推計 

 被保険者数の推移については、増加数だけでなく、

人数も加えてください。 

 

 

 

被保険者数については、平成 30 年度と令和元年

度の実績数と令和 2年度から令和 5年度、令和 7年

度及び令和 22年度の推計数を掲載しております。 

 

 B 

〇第１号被保険者数の現状と推計 

 所得別の被保険者数を加えてください。 

（少なくても介護保険料区分別の数字を掲載してく

ださい。） 

  

第１号保険者の所得分布状況は、第７期計画に引

き続き掲載することとしております。 

 

 B 

○介護職員の現状と推計 

 離職の理由の質問項目に、低収入などの劣悪な労働

条件を加えた方が良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護職員の離職理由の状況」は、（財）介護労

働安定センターが実施している「介護労働実態調

査」の結果のうち、上位５位までの回答内容を掲載

しております。 

ご意見のあった低収入などの劣悪な労働条件に

ついては、「収入が少なかった」や「法人や施設・

事業所の理念や運営のあり方に不満があったため」

などに含まれております。 

 

 B 
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意見の概要 意見に対する道の考え方※ 

〇要介護者等の現状と推計 

 現状をより正確に記載するため、介護支援専門員実

務研修受講試験の合格者数について、平成 30 年の受

験資格の変更後、500 名以下で推移していることを追

記してほしい。 

 

ご意見を踏まえ、介護支援専門員数の現状をより

詳細に記載するため、受験資格変更後の登録者数に

ついて追記いたします。 

 

 A 

〇介護保険料の現状と推計 

 介護保険料の基準額は、少なくても月 5000 円以下

にするように、国に働きかけてください。北海道が財

政措置してください。また、市町村が一般会計から財

政調整基金に積みたて、払える保険料にしてくださ

い。 

 

 

 

 

 

今後、介護費用の増加が見込まれる中、給付と負

担のバランスを図りつつ、世代間・世代内の公平性

を確保し、制度の持続可能性を高める観点から、こ

れまで、保険料・利用者負担の見直しが行われてき

たところです。 

なお、介護保険サービスが利用しやすいものとな

るよう、適切な第１号保険料の設定や利用者負担の

軽減について、引き続き国に要望してまいります。 

 

 D 

〇施設サービス提供基盤 

 特別養護老人ホームの待機者が、入所基準が要介護

3 以上になり、対象が縮小されたにも関わらず、約 3

万人で、整備計画で受け入れる計画があるとのことで

すが、その内訳を示してください。 

 今後、低所得の高齢者が増え、料金によってグルー

プホーム等の料金を払えない人が増え、待機者が増え

ることも予想され、都市部を中心に現在の待機者数分

の確保ではたりなくなるのではないか。2040年の向け

た計画も必要だと思います。 

 

 

道内の特別養護老人ホームの令和2年度末（予定）

の定員数は、既存の定員と令和 2年度着工の整備分

を合わせて、2 万 9,112床になる見込みです。内訳

については、圏域ごとの必要入所定員総数（見込み）

を計画に掲載することとしております。 

また、中長期的な将来を見据え、計画的に整備を

進めるため、令和 22 年度（2040 年度）の介護保険

施設サービスの量の見込みを掲載することとして

おります。 

 

 B 

〇介護給付等対象サービス 

 居宅サービスの中に居宅療養管理指導がないため、

入れていただきたい。 

 

 

 

 

 

第 7期計画の推進状況（実績）は、主なサービス

を掲載しており、居宅療養管理指導は記載しており

ませんが、指定サービスの事業所の状況を掲載して

いるほか、資料編で計画期間中のサービス見込量を

掲載することとしております。 

 

 B 

〇介護保険の安定的な運営 

 ボランティアによる介護人材確保では不十分であ

り、原則は公的な制度が必要。 

 また、介護保険の対象が限定的で制約もあることか

ら、自治体の保健福祉政策の充実が必要です。 

 低所得者の定義を明確にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

益々、進展する長寿社会にあっては、高齢者ご本

人の意向等も踏まえ、地域づくりの担い手として活

躍いただくことも重要であり、介護予防・日常生活

支援総合事業においては、ボランティア等により提

供されるサービスが制度化されています。 

 なお、計画では、介護サービスだけではなく、医

療、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく

提供する地域包括ケアシステムを推進しており、引

き続き高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし

続けることができるよう努めてまいります。 

 

 B 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

〇介護サービス提供基盤の整備 

 特別養護老人ホームなどの整備目標については、入

所申込者（待機者）や潜在的ニーズを十分把握して、

第 8期において「待機ゼロ」となるよう計画数を定め

ること。 

 

 

 

 

 

 

特別養護老人ホームなどの整備については、各市

町村がこれまでの実績の分析や評価に加え、各種調

査の結果、自宅で待機する高齢者を解消するために

必要なサービス等を反映させた見込量を高齢者保

健福祉圏域ごとに積み上げ、施設の整備状況等、各

圏域の実情に応じて必要な補正を行った数値を道

の「必要入所（利用）定員総数」として計画に定め

ることとしております。 

 

 B 

〇介護サービス提供基盤の整備 

 住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向

け住宅について、指導強化を前提に、一定の要件を定

めて家賃・食費補助制度を創設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅

に対しては、関係法令等に基づき、実地検査や指導

等を行っております。 

 また、高齢者向け住宅については、在宅の位置づ

けであり、家賃や食費は、契約に基づき、入居者の

負担によって賄われるものとされております。 

 なお、道では、居宅での生活が困難な高齢者が低

額な料金で入所できる軽費老人ホームの運営の支

援を行っております。 

 

 D 

〇介護サービス提供基盤の整備 

 一人暮らしで重度の要介護状態になっても、住み慣

れた自宅で最期まで暮らせるための仕組みを各日常

生活圏域に作るための整備目標（小規模多機能居宅介

護、定期巡回随時対応型介護看護等を含む訪問等）を

計画に盛り込むこと。 

 

 

 

 

日常生活圏域ごとの居宅サービスなどの介護給

付等対象サービスの量の見込みは、各市町村の計画

に定めることとなりますが、道の計画においても、

定期巡回・随時対応型訪問介護や小規模多機能型居

宅介護の普及促進を盛りこむなど、在宅生活を支え

る多様な介護サービスが日常生活圏域を単位とし

て提供される体制づくりを進めてまいります。 

 

 B 

〇介護サービス提供基盤の整備 

 素案の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規

模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護等

のサービス基盤の整備に対し助成するとともに、開設

・運営の手引きを活用し、普及促進を図ります。」の

文末に「また、高齢人口が縮小する地域への対応策に

ついての検討に着手します。」を追加すべき。 

 

 

「団塊の世代」が全て 75歳以上となる 2025年や

更にその先を展望すると、地域ごとに高齢化の状況

や必要な介護サービスが大きく異なることが想定

されことから、中長期的な将来を見据えつつ、地域

で必要なサービスが維持確保できるよう介護サー

ビス提供基盤の整備を含めた各種施策を進めてま

いります。 

 

 B 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

〇介護サービス提供基盤の整備 

 素案の「在宅生活を支えるサービス提供基盤の充

実」に、次の文言を追加すること。 

「高齢者保健福祉施策を充実します。そのため、自治

体で行っている施策について情報提供します。」 

 

 

 

 

計画では、介護サービスだけではなく、医療、予

防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供す

る地域包括ケアシステムを推進しており、地域の創

意工夫をいかした取組など、各自治体の優良事例の

発信も行いながら、高齢者が安心して暮らし続ける

ことができる「地域づくり」を進めてまいります。 

 

 B 

〇介護サービス提供基盤の整備 

 素案の「施設サービスの充実」に、次の文言を追加

すること。 

「特別養護老人ホームの入所基準を原則要介護 3以上

ですが、それ以外の人も入所可能なことを周知してい

ます。」 

特別養護老人ホームへの特例入所についても、推

進方策に掲載しており、引き続き、その取扱いの周

知を行ってまいります。 

 

 B 

○人材確保策の充実・業務改善の推進 

 介護人材の確保・定着を促進するための資格取得費

用補助などの処遇改善策を制度化すること。 

 

 

 

 

 

道では、介護未経験者に対する資格取得費用の支

援のほか、介護事業所が実施する各種研修や代替職

員を配置する取組に対する助成などを実施してお

り、引き続き、関係者と一体となって実効性ある取

組を進めてまいります。 

 

 B 

○人材確保策の充実・業務改善の推進 

 介護事業所の職員採用をバックアップする事業を

制度化すること。 

 

 

 

 

 

道では、潜在有資格者等の介護事業所への派遣、

求職者とのマッチング支援や職場体験機会の提供、

中高生などの若年層に対する普及啓発などに取り

組んでおり、引き続き、関係者と一体となって実効

性ある取組を進めてまいります。 

 

 B 

〇人材確保策の充実・業務改善の推進（推進の視点） 

 「介護の現場におけて職場環境の改善」は必要です

が、介護保険に人員基準等の改善や報酬の改善が必要

です。北海道として国に求めるとともに、北海道の基

準を改善し、事業所に財政措置してください。 

 

 

 

 

道では、国に対して、報酬改定による効果や課題

を十分検証し、介護職員を含む全ての介護従事者等

の処遇改善策が確実かつ継続的なものとなるよう

施策を講じることや、その際には利用者や自治体の

負担増を招かないよう、国において財政措置を講じ

ることなどを要望しております。 

 

 B 

 

 

 

 

 



6 

 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

○人材確保策の充実・業務改善の推進 

 「多様な人材の参入促進」「職場の定着・離職防止

の推進」に、修学資金の給付を拡充していただきたい。 

 また、介護職員の家賃補助、給付金などを創設して

いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

道では、介護福祉士等の資格取得を目指す学生に

対する修学資金の貸付や介護職員として再就職す

る際に必要となる就職準備金の貸付、各事業所の処

遇改善加算の取得促進のほか、介護未経験者に対す

る資格取得費用の支援や介護事業所が実施する各

種研修や代替職員を配置する取組に対する助成な

どを実施しており、引き続き、関係者と一体となっ

て実効性ある取組を進めてまいります。 

 

 B 

〇介護現場における業務改善の推進 

「国の（略）・・・・介護ロボットや ICT」を「ICT

（情報伝達技術）の導入」のように文言を追加してほ

しい。 

 

ＩＣＴがどのようなものわかりやすくするため、

具体的な例示を記載します。 

 

 A 

〇人材確保策の充実・業務改善の推進 

「介護現場における業務改善の推進」について、「Ｉ

ＣＴ・介護ロボット等の活用」は一部必要ですが、根

本的な解決にはならないと思います。 

 

 

 

ＩＣＴ・介護ロボット等の活用を含め、職場環境

の改善、業務の集約化や再構築、多様な人材の活用

など様々な施策に重層的に取り組むことで働きが

いのある職場を目指します。 

 

 B 

〇人材確保策の充実・業務改善の推進 

 高齢化の進展に伴い、ケアマネジメントの利用者数

は年々増加しており、介護支援専門員には医療と介護

の連携や地域における多様な資源の活用等の役割を

一層果たすことが期待されている旨を追記してほし

い。 

 

ご意見を踏まえ、道内の介護支援専門員の期待さ

れる役割等について追記いたします。 

 

 

 

 A 

〇人材確保策の充実・業務改善の推進 

 介護支援専門員の定着及び事業継続のため、処遇改

善と地域における配置を進めるべき。 

 

 

 

 

 

 

 

道では、地域に必要な介護支援専門員を確保する

ため、受験者の確保策、従事者の処遇改善や ICTの

導入等による業務負担の軽減、資格の維持に係る法

定研修の負担軽減等様々な対策を講じるよう国へ

要望しているところであり、今後も、状況を注視す

るとともに、必要に応じて国へ要望してまいりま

す。 

 

 C 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

〇サービスの質の確保・向上 

「介護サービス情報の公表と評価」について、従来の

外部評価と運営推進会議で行う外部評価のいずれか

の選択は、都道府県の実情を鑑み決めることとしてく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

国は、事業者の負担を軽減しながらも、良質なサ

ービスが提供されるよう認知症グループホームの

外部評価について、これまでの外部評価機関による

評価に加え、運営推進会議の活用による評価の実施

を進めているものと承知しています。今後、道では、

国の関係基準・通知の改正内容等を踏まえ、必要に

応じ、外部評価の実施回数の取り扱い等を検討して

まいります。    

 

 C 

〇サービスの質の確保・向上 

「介護サービス情報の公表と評価」について、外部評

価機関による評価を新規開設から 5年（回）継続で行

うこと。但し、市町村が優良な事業所と認めた場合に

は 3年（回）以上の実施で運営推進会議での外部評価

も可能としてください。 

 

 

 

 

 

国は、事業者の負担を軽減しながらも、良質なサ

ービスが提供されるよう認知症グループホームの

外部評価について、これまでの外部評価機関による

評価に加え、運営推進会議の活用による評価の実施

を進めているものと承知しています。今後、道では、

国の関係基準・通知の改正内容等を踏まえ、必要に

応じ、外部評価の実施回数の取り扱い等を検討して

まいります。  

  

 C 

〇サービスの質の確保・向上 

  外部評価機関による評価を 5年（回）連続受審した

場合は、従来通り 2年に 1度受審の特例を認める。ま

たは、運営推進会議を活用した外部評価を年に 1回実

施することとしてください。 

 

 

 

 

 

 

国は、事業者の負担を軽減しながらも、良質なサ

ービスが提供されるよう認知症グループホームの

外部評価について、これまでの外部評価機関による

評価に加え、運営推進会議の活用による評価の実施

を進めているものと承知しています。今後、道では、

国の関係基準・通知の改正内容等を踏まえ、必要に

応じ、外部評価の実施回数の取り扱い等を検討して

まいります。   

  

 C 

〇サービスの質の確保・向上 

  運営推進会議を活用した外部評価を行う際は、外部

評価調査員の参加を規定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国は、事業者の負担を軽減しながらも、良質なサ

ービスが提供されるよう認知症グループホームの

外部評価について、これまでの外部評価機関による

評価に加え、運営推進会議の活用による評価の実施

を進めているものと承知しています。今後、道では、

国の関係基準・通知の改正内容等を踏まえ、必要に

応じ、外部評価の実施回数の取り扱い等を検討して

まいります。   

 

 C 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

〇在宅医療・介護連携の推進 

 がんの看取り期の区分変更申請を含む介護申請に

ついては、緊急対応が必要な申請と位置づけ、申請か

ら調査、認定までを 7日以内に行うこと。認定審査会

はリモート機能の活用を含め緊急的に開催する方策

の検討をすること。 

 

 

 

末期がん等の方は、心身の状況に応じて、迅速に

介護サービスの提供が必要となる場合があり、介護

サービスの利用について急を要する場合には、暫定

ケアプランの作成に加え、迅速な要介護認定を実施

していただくよう、引き続き、保険者に働きかけて

まいります。 

 

 C 

〇在宅医療・介護連携の推進 

 「訪問診療」という方法論と「看取り」といった状

態論は並列ではないと捉える。そのため、看取り等の

在宅医療の提供体制を充実するためには、訪問診療や

訪問看護等のさらなる推進を図り、保健所のコーディ

ネートのもと以下につなげていただきたい。 

 

ご意見を踏まえ、文言を修正いたします。 

 

 

 

 

 A 

○認知症施策の推進 

 認知症の初期段階で最初に気づき、介護することに

なる家族に対して、介護保険申請等の手続きのみなら

ず、認知症の基礎知識や介護を行う上での留意点等を

ホームページで発信してもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

市町村においては、認知症に関する基礎知識や身

近な相談先の案内に加え、活用可能な医療・介護等

のサービスをまとめた認知症ケアパスの作成に取

り組んでおり、道内では半数超の市町村がホームペ

ージ等で広く周知しております。 

 道としては、未作成となっている市町村への働き

かけはもとより、作成済みの市町村に対しても積極

的な活用を求めるなど、その普及促進に努めてまい

ります。 

 

 B 

○認知症施策の推進 

 認知症高齢者の家族等が悩みや不安を共有し、支え

合える場所として、コロナ禍であることから、認知症

カフェの代替となるような、スマホで閲覧できるなど

の非接触型のプラットフォームの構築が必要。 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅で

過ごす時間が長くならざるを得ない状況下にあっ

ても、健康維持や地域における交流確保が図られる

よう、住民主体の取組として市町村が支援する「通

いの場」について、これをオンライン化したアプリ

ケーションの活用を広く推奨するなど、介護予防活

動の推進に努めてまいります。 

 

 B 

○認知症施策の推進 

 介護現場の人手が不足する中、介護経験者たる家族

は、介護現場のサポートスタッフになりうる貴重な人

的資源でもあり、状況が許せば、短時間でも介護サポ

ートスタッフとして支える側に回るルートづくりを

する。 

 

 

 

 

 

認知症の方が地域のより良い環境で暮らし続け

ることができる社会を実現するためには、ご家族に

も積極的に介護に関わっていただくことも大切で

あることから、適切なサービス利用の推奨や認知症

カフェの活用促進のほか、精神面の負担軽減を図る

ため、介護経験者による電話相談への参加や地域に

おける家族相談会を引き続き実施するなどの取組

を進めてまいります。 

 

 B 



9 

 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

○認知症施策の推進 

 認知症疾患医療センターの全道域における早急な

設置と専門医の養成を進めていくことについて明記

すべき。 

 

 

 

 

 

ご意見を踏まえ、認知症疾患医療センターの設置

方針を明記し、具体的な目標値も掲載することとし

ます。 

なお、専門医の養成については、「認知症サポー

ト医の養成」として掲載しております。 

 

 

 A 

〇高齢者のニーズに応じた多様な住まいの確保 

「有料老人ホームの設置を促進する」とあるが、有料

老人ホーム等の高齢者住宅の設置にあたっては、市町

村の整備状況や意見を勘案し、計画的な整備を推進し

ていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定施設入居者生活介護の指定を受け、介護保険

が適用されるサービスを提供する有料老人ホーム

やサービス付き高齢者向け住宅については、法に基

づき圏域ごとに必要利用定員総数を定め、計画的に

整備を行っております。 

なお、多様な住まいの確保の観点から、安心して

居住できる住宅型の有料老人ホームなどの設置も

促進することとしており、「北海道有料老人ホーム

設置運営手続き要領」では、有料老人ホームの設置

予定者に対して、道へ事前協議を行う前に、設置予

定市町村と十分な協議を行うことを求めておりま

すが、法律上、総量規制等の対象とはなっておりま

せん。 

 

 C 

〇高齢者のニーズに応じた多様な住まいの確保 

 払える家賃にするため、財政措置していただきたい。

また、冬期間が暖房費などの費用が増えるため「福祉

灯油」制度を充実していただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括ケアシステムを推進にしていく上で、住

まいの確保が重要なことから、引き続き、低額な料

金で利用できる軽費老人ホームの利用を促進し、そ

の運営を支援してまいります。 

 また、「福祉灯油」については、市町村に対し「地

域づくり総合交付金」を活用した助成を行ってきて

おり、今後とも、より多くの市町村に活用されるよ

う、働きかけてまいります。 

 

 C 

〇介護予防・生活支援サービスの充実 

 多様なサービスへの移行促進を改め、要支援者の希

望に基づき従前の訪問介護、通所介護を利用可能にす

ること。 

 

 

 

 

 

介護予防・生活支援サービス事業における多様な

サービスは、介護保険法の改正により、市町村が地

域の実情に応じて独自の基準を設定できるように

なったものです。 

なお、要支援者の希望により従前相当のサービス

を利用することも可能です。 

 

 C 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

〇介護予防・生活支援サービスの充実 

 訪問介護員等によるサービス（訪問介護従前相当サ

ービス）、通所介護（通所介護従前相当サービス）の

サービス単価を国の目安額以上に上げること。 

 

 

 

 

 

介護予防・生活支援サービス事業におけるサービ

ス単価については、従来国がその上限を定めていた

ものを、令和３年度から、国が定める額を勘案して

市町村が設定できるよう見直されたことから地域

の実情に応じたふさわしいものとなるよう助言し

てまいります。 

 

 C 

〇介護予防・生活支援サービスの充実 

 緩和型サービスであっても訪問介護員等専門職が

提供する場合は、従前相当サービスを下回らないサー

ビス単価とすること。 

 

 

 

 

介護予防・生活支援サービス事業におけるサービ

ス単価については、サービス内容に応じ、市町村が

単価設定を行うこととされておりますことから、サ

ービス内容に則した適切な水準となるよう助言し

てまいります。 

 

 C 

○介護予防・生活支援サービスの充実 

 生活援助従事者研修については、受講実績や修了者

の活動実績を検証した上で、見直しを行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活援助従事者研修は、生活援助中心型サービス

に従事する者の裾野を拡げるとともに必要な知識

を習得し、担い手の質を確保できるようにするた

め、介護保険法施行令第３条第１項に基づき、知事

が指定した事業者が実施する研修です。今後とも事

業者への実地調査や助言を通じて、研修の充実を図

ってまいります。 

 

 D 

〇介護予防・生活支援サービスの充実 

 総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」及

び「介護予防ケアマネジメント」については、要介護

者まで対象を拡大しないこと。 

 

 

 

 

介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生

活支援サービス事業における対象者の拡大は、本人

の希望を踏まえ、地域とのつながりを継続すること

を可能とする観点から、令和３年度より見直しが行

われるものです。 

 

 D 

〇介護予防・生活支援サービスの充実 

 保険者機能強化推進交付金の評価指標クリアを自

己目的とした「自立支援目標」を計画目標化しないこ

と。 

 

 

 

 

保険者機能強化推進交付金における評価指標は、

各市町村において地域課題への問題意識が高まり、

地域の特性に応じた様々な取組が市町村間で共有

され、より効果的な取組に発展していくことを目指

すものです。 

 

 B 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

〇介護予防・生活支援サービスの充実 

 「自立支援型地域ケア会議」、「ケアプラン点検」

等を通じたサービス利用抑制や自立の強制は行わな

いこと。 

 

 

 

介護予防ケアマネジメントは、介護予防及び日常

生活支援を目的として、心身の状況や環境等に応じ

て、選択に基づき、状態に合った適切なサービスが

提供されるよう必要な援助を行うものです。 

 

 C 

〇介護予防・生活支援サービスの充実 

 「生活援助ケアプラン」の提出・検証は、利用制限

目標でないことを明確にし、ケアマネジャーの裁量と

利用者の意向を尊重して対応すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問介護における生活援助中心型サービスにつ

いては、通常の利用状況からかけ離れた利用回数と

なっているケアプランを市町村への提出を義務づ

け、地域ケア会議の開催等により検証を行うことと

されています。利用者の自立支援や重度化防止等の

観点から、多職種協働による検証を行い、必要に応

じてケアプランの内容の是正を促すことを目的と

しており、引き続き、制度が適切に実施されるよう

保険者に働きかけてまいります。 

 

 C 

〇介護予防・生活支援サービスの充実 

 総合事業は専門家による介護にするとともに、要介

護者には拡大しないよう、保険者に技術的助言をして

ほしい。 

 

 

 

 

 

 

介護予防・生活支援サービス事業における多様な

サービスは、介護保険法の改正により、市町村が地

域の実情に応じて独自の基準を設定できるように

なりました。 

また、対象者の拡大は、本人の希望を踏まえ、地

域とのつながりを継続することを可能とする観点

から、令和３年度より見直しが行われるものです。 

 

 D 

〇介護予防・生活支援サービスの充実 

「地域包括支援センターの適切な運営を図るため、業

務量に見合った人員配置及び処遇、センター間（以下

略）」の下線部の文言を追加いただきたい。 

 

ご意見を踏まえ、地域包括支援センターの適切な

運営について「及び処遇」を追加いたします。 

 

 A 

〇健康づくりと介護要望の推進 

「（2）介護予防の推進【推進の視点】」の文中に、

「地域住民に対して自立支援・重度化防止に関する考

え方の普及啓発を行った上で」の文言を追加いただき

たい。 

 

 

ご指摘のとおり、自立支援・重度化防止の推進の

ためには、地域住民に理解を深めていただくことが

重要であることから、「第 4 計画推進のための基

本事項」に記載しております。 

 

 B 

〇高齢者の権利擁護 

「特殊詐欺被害防止」に関する文言を入れる。 

 

 

 

ご意見を踏まえ、「特殊詐欺被害防止」に関する

文言を追記いたします。 

 

 A 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

〇災害・感染症に係る体制整備 

 クラスター化を未然に防ぐために、症状の有無に関

わらず全ての高齢者、特に介護サービスの利用者とそ

の家族、サービス従事者に対し、社会的検査を実施す

ること。希望する施設には「定期検査」と、感染者が

出た施設を調べる「随時検査」を並行すること。 

 

集団感染を疑う事案が発生した場合、症状の有無

に関わらず、全ての入所者や職員に、幅広くＰＣＲ

検査等を実施しております。 

 

 

 B 

〇災害・感染症に係る体制整備 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、経営困難

となった介護事業者に対してその実態を把握し、関係

者の声を聴いたうえできめ細かい救済策を講じるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策に関する対応に

ついて、道では、介護サービス事業所等において感

染症対策を徹底した上で介護サービスを継続して

提供するための割増費用が生じる場合の「かかりま

し」経費に対する支援や、在宅サービス事業所によ

る利用者への再開支援への助成、また感染症の影響

による収益減に対しては、持続化給付金等の活用の

周知等を行っております。 

 

 

 B 

〇災害・感染症に係る体制整備 

 感染防止に必要な消毒液、防護具等を確保するため

の支援を行うとともに、事業所や従事者に対する相談

支援の窓口設置など体制を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

道では社会福祉施設等に対し、感染防止の留意点

などを機会あるごとに周知するとともに、衛生用品

の購入など必要な体制を整備するためのいわゆる

かかり増し経費への支援等行っています。また、相

談窓口については、新型コロナウイルス感染症に関

するものや介護従事者等のメンタルヘルスに関す

るもの、事業融資に関するもの等、国や道のほか関

係団体において設置されております。 

 

 B 

〇災害・感染症に係る体制整備 

 通所系サービス事業者等における新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止への対応を適正に評価するため、

通常より高い介護報酬を算定可能とする国の臨時的

な取扱いの活用により、増額する利用者負担分に相当

する額を交付する補助金制度を創設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

通所系サービス事業所等において、２区分上位の

報酬算定など、新型コロナウイルス感染症に係る特

例を適用した利用者負担分のあり方については、国

に対し検討するよう要請していたところであり、通

所介護等の報酬については、令和３年度介護報酬改

定において、感染症や災害の影響により利用者数が

減少した場合に、足下の利用者数に応じて事業所規

模別の各区分の報酬単価による算定を可能とする

とともに、臨時的な利用者数の減少に対応するため

の評価が設定される予定です。 

 

 B 

〇災害・感染症に係る体制整備 

 閉じこもり等により生活後退や状態悪化が生じて

いる高齢者に対し、迅速な実態把握や支援を行う体制

を構築すること。 

 

 

「８ 健康づくりと介護予防の推進」に、「感染症

対策を踏まえた介護予防の推進」について記載する

ことといたします。 

 

 A 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

〇災害・感染症に係る体制整備 

 主に施設サービスの利用者が家族などと面会が可

能となるよう、施設などに対して感染対策や ICT活用

を積極的に行うための支援事業を制度化すること。 

 

 

 

 

道では社会福祉施設等に対し、感染防止の留意点

などを機会あるごとに周知するとともに、衛生用品

の購入など必要な体制を整備するためのいわゆる

かかり増し経費への支援等行っており、家族面会に

対する ICT機器の導入を働きかけてまいります。 

 

 B 

〇災害・感染症に係る体制整備 

 早期に対策本部を設置し医療や他職種との連携を

図る。 

 

 

 

 

 

社会福祉施設において集団感染が発生した場合

には、速やかに現地支援対策本部を設置して関係機

関と連携しながら状況把握を行うとともに、人員や

衛生資材の確保提供などサービスの継続に向けた

支援等を行っております。 

 

 B 

〇災害・感染症に係る体制整備 

 感染拡大を防ぐため、介護施設の職員や利用者をは

じめ高齢者のＰＣＲ検査など無料で行っていただき

たい。 

 

 

集団感染を疑う事案が発生した場合、症状の有無

に関わらず、全ての入所者や職員に対し、行政検査

を実施しております。 

 

 B 

〇地域共生社会の推進に向けた世代間の協力体制の

構築 

 ボランティアによる介護人材確保では不十分であ

り、原則は公的な制度が必要。 

 また、介護保険の対象が限定的で制約もあることか

ら、自治体の保健福祉政策の充実が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

益々、進展する長寿社会にあっては、高齢者ご本

人の意向等も踏まえ、地域づくりの担い手として活

躍いただくことも重要であり、介護予防・日常生活

支援総合事業においては、ボランティア等により提

供されるサービスが制度化されています。 

なお、計画では、介護サービスだけではなく、医

療、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく

提供する地域包括ケアシステムを推進しており、引

き続き高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし

続けることができるよう努めてまいります。 

 

 B 

〇地域共生社会の推進に向けた世代間の協力体制の

構築 

 「相談体制の充実」における最後の行に「取り組み、

周知する」を追加すべき。 

 

 

 

道では、関係団体と連携し、コミュニティソーシ

ャルワーカーの育成に取り組んでおりますが、今

後、関係団体と連携し、周知の方法などを検討して

まいります。 

 

 C 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

〇制度の公正な運営 

「市町村等による独自の解釈（ローカルルール）の是

正に努めます。」を新たに追加いただきたい。 

 

 

 

 

 

これまでも、市町村等に対する指導に際しては、

市町村等が実施する実地指導の標準化・効率化が図

られるよう、助言や指導を行ってきたところであ

り、今後も引き続き市町村等に対する指導を実施し

てまいります。 

 

 B 

〇低所得者対策の充実 

 国に財政負担を求めつつ、一般財源からの繰り入れ

により基準額を引き下げるとともに、新型コロナウイ

ルス感染の不安からサービス利用を控えたことによ

り給付費が抑制されたことを考慮し、介護給付費準備

備金を全額繰り入れるなど、介護保険料を引き下げる

こと。 

 

 

 

 

今後、介護費用の増加が見込まれる中、給付と負

担のバランスを図りつつ、世代間・世代内の公平性

を確保し、制度の持続可能性を高める観点から、こ

れまで、保険料・利用者負担の見直しが行われたと

ころです。なお、介護保険サービスが利用しやすい

ものとなるよう、適切な第１号保険料の設定や利用

者負担の軽減について、引き続き国に要望してまい

ります。 

 

 C 

〇低所得者対策の充実 

 非課税世帯（国基準第 1〜第 3 段階）については、

公費投入によりさらに介護保険料を引き下げること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、介護費用の増加が見込まれる中、給付と負

担のバランスを図りつつ、世代間・世代内の公平性

を確保し、制度の持続可能性を高める観点から、こ

れまで、保険料・利用者負担の見直しが行われたと

ころです。なお、介護保険サービスが利用しやすい

ものとなるよう、適切な第１号保険料の設定や利用

者負担の軽減について、引き続き国に要望してまい

ります。 

 

 C 

〇低所得者対策の充実 

 課税層については、所得基準をさらに細分化すると

ともに、高額所得者については最高段階を引上げるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

今後、介護費用の増加が見込まれる中、給付と負

担のバランスを図りつつ、世代間・世代内の公平性

を確保し、制度の持続可能性を高める観点から、こ

れまで、保険料・利用者負担の見直しが行われたと

ころです。なお、介護保険サービスが利用しやすい

ものとなるよう、適切な第１号保険料の設定や利用

者負担の軽減について、引き続き国に要望してまい

ります。 

 

 C 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

〇低所得者対策の充実 

 低所得者に対する介護保険料減免制度を拡充する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、介護費用の増加が見込まれる中、給付と負

担のバランスを図りつつ、世代間・世代内の公平性

を確保し、制度の持続可能性を高める観点から、こ

れまで、保険料・利用者負担の見直しが行われたと

ころです。なお、介護保険サービスが利用しやすい

ものとなるよう、適切な第１号保険料の設定や利用

者負担の軽減について、引き続き国に要望してまい

ります。 

 

 B 

〇低所得者対策の充実 

 居宅サービスの利用者負担について独自に軽減制

度を作ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、介護費用の増加が見込まれる中、給付と負

担のバランスを図りつつ、世代間・世代内の公平性

を確保し、制度の持続可能性を高める観点から、こ

れまで、保険料・利用者負担の見直しが行われたと

ころです。なお、介護保険サービスが利用しやすい

ものとなるよう、適切な第１号保険料の設定や利用

者負担の軽減について、引き続き国に要望してまい

ります。 

 

 C 

〇低所得者対策の充実 

 介護保険施設入所者・短期入所系サービス利用者の

部屋代・食事代の負担が増えないよう独自の軽減措置

を制度化すること。なお、2021年 8月から開始が予定

される補足給付（非課税世帯利用者の食事・居室料負

担の軽減）の厳格化により、利用しているサービスを

利用できなくなる事態を防ぐこと。 

 

 

 

 

今後、介護費用の増加が見込まれる中、給付と負

担のバランスを図りつつ、世代間・世代内の公平性

を確保し、制度の持続可能性を高める観点から、こ

れまで、保険料・利用者負担の見直しが行われたと

ころです。なお、介護保険サービスが利用しやすい

ものとなるよう、適切な第１号保険料の設定や利用

者負担の軽減について、引き続き国に要望してまい

ります。 

 

 C 

〇低所得者対策の充実 

 認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介

護（介護付き有料老人ホーム）、小規模多機能型居宅

介護の利用者についても部屋代・食事代を軽減する制

度をつくること。 

 

 

 

 

 

 

今後、介護費用の増加が見込まれる中、給付と負

担のバランスを図りつつ、世代間・世代内の公平性

を確保し、制度の持続可能性を高める観点から、こ

れまで、保険料・利用者負担の見直しが行われたと

ころです。なお、介護保険サービスが利用しやすい

ものとなるよう、適切な第１号保険料の設定や利用

者負担の軽減について、引き続き国に要望してまい

ります。 

 

 C 

 

 

 



16 

 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

〇低所得者対策の充実 

 区分支給限度基準額について、一人暮らしの認知症

の方など、一定の要件に該当する方は、独自に上乗せ

し在宅生活を支えること。 

 

 

支給限度額の増額など、誰もが必要な介護サービ

スを必要に応じて利用できるよう、必要な財源措置

を講ずるよう、引き続き、国に要望してまいります。 

 

 C 

〇低所得者対策の充実 

 「推進の視点」について、「介護費用の増加と保険

料負担の水準が避けられない」と記載がありますが、 

国の財政措置により可能となりますので、北海道とし

ても国に要請してください。また、北海道や市町村が

財政措置をしてください。 

 

 

 

 

 

今後、介護費用の増加が見込まれる中、給付と負

担のバランスを図りつつ、世代間・世代内の公平性

を確保し、制度の持続可能性を高める観点から、こ

れまで、保険料・利用者負担の見直しが行われたと

ころです。なお、介護保険サービスが利用しやすい

ものとなるよう、適切な第１号保険料の設定や利用

者負担の軽減について、引き続き国に要望してまい

ります。 

 

 C 

〇低所得者対策の充実 

 利用料負担も大きく、負担軽減を進めます。市町村

によっては、独自の軽減策を設けていますので、取り

組みを普及してください。 

 

 

 

社会福祉法人等が行う利用者負担軽減等につい

て、引き続き、一層活用促進が図られるよう市町村

に働きかけるとともに、利用者に制度内容を周知し

てまいります。 

 

 B 

〇適切な事業者指導と経営支援 

 各市町村で定めている独自のルールにより、事業者

等に業務負担や混乱が生じないよう、各市町村のホー

ムページ等で公開するよう働きかけるべきではない

でしょうか。 

 

 

 

これまでも、市町村等に対する指導に際しては、

市町村等が実施する実地指導の標準化・効率化が図

られるよう、助言や指導を行ってきたところであ

り、今後も引き続き市町村等に対する指導を実施し

てまいります。 

 

 B 

〇その他 

 在宅医療を希望する方が医療を受けられるよう在

宅療養支援診療所、訪問看護ステーション、また、後

方ベッドの充実が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅医療の提供体制構築の推進については、在宅

医療推進支援センターによる医師等向けの研修会

など各種研修会の実施や地域への医療アドバイザ

ーの派遣を行うほか、訪問看護ステーションが少な

い地域における立ち上げや在宅医療を担う医療機

関が少ない地域における後方支援病院の受入病床

確保の経費への支援を行っており、今後もこられの

取組を引き続き行うことにより道内の在宅医療の

提供体制整備に努めてまいります。 

 

 C 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

〇 その他 

 11 月 11 日、介護の日に合わせて全国一斉に取り組

まれた電話相談に北海道内から 9件の相談が寄せられ

た。計画策定にあたり、参考にしていただきたく共有

する 

 

関係各課で情報共有し、今後の施策の進め方等の

参考とさせていただきます。 

 

 

 C 

 

 

 ※「意見に対する道の考え方」のＡ～Ｅの区分は次のとおりです。 

 Ａ 意見を受けて案を修正したもの 

Ｂ 案と意見の趣旨が同様と考えられるもの 

Ｃ 案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの 

Ｄ 案に取り入れなかったもの 

Ｅ 案の内容についての質問等 
 
   

 

問い合わせ先 

保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課 

基盤整備係 

電話：011-206-6974 
 
 
 
 


